
生活排水や雨水の流れについて
　　　　　　　　　知っていますか？

新居浜の下水道事業を紹介します

汚水管 接続ます

雨水ます 雨水管

雨水管

下水道管

公共ます

下水道管 ( 汚水管 )

下水道管 ( 雨水管 )
下水処理場

上下水道局　企業総務課　☎ 65-1330
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汚
水
・
雨
水
の
流
れ

　

家
庭
な
ど
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
は
、

下
水
処
理
場
で
浄
化
し
て
か
ら
放
流
す

る
こ
と
で
、
河
川
や
海
な
ど
の
水
質
保

全
を
図
り
、
ま
ち
を
清
潔
に
保
っ
て
い

ま
す
。
下
水
処
理
場
で
微
生
物
な
ど
に

よ
り
時
間
を
か
け
て
汚
水
を
浄
化
し
て

い
ま
す
。
令
和
２
年
度
末
の
下
水
道
（
汚

水
）
普
及
率
は
64
・
01
％
、
整
備
面
積
は

２
千
74
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
雨
水
は
、
降
っ
た
雨
を
水
路
や

雨
水
ポ
ン
プ
場
を
介
し
て
河
川
や
海
へ
排

出
し
、
浸
水
か
ら
ま
ち
を
守
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
、
し
尿
や
浄
化
槽
汚
泥
は

衛
生
セ
ン
タ
ー
で
処
理
し
、
公
共
下
水

道
は
下
水
処
理
場
で
別
に
処
理
し
て
い

ま
し
た
。
コ
ス
ト
削
減
を
図
る
た
め
、

下
水
処
理
場
敷
地
内
に
集
約
処
理
で
き

る
汚
水
共
同
処
理
施
設
の
建
設
を
進
め

て
お
り
、
令
和
４
年
度
か
ら
運
用
を
開

始
す
る
予
定
で
す
。

　

こ
の
事
業
は
全
国
で
も
先
進
的
な
取

り
組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
発
生
が
危
惧
さ
れ
る
大
規
模
地
震
や

豪
雨
災
害
の
発
生
に
備
え
、
防
災
・
減

災
へ
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

下
水
道
施
設
の
耐
震
化
を
図
り
、
ま
た
、

指
定
避
難
所
と
な
っ
て
い
る
小
学
校
へ

は
、
災
害
時
で
も
す
ぐ
に
使
用
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
が
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

マ
ン
ホ
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ト
イ
レ
の
整

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

備
を
順
次
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

め
て
い
ま
す
。

　
市
が
管
理
す
る
下
水
道
の
施
設
は
、

汚
水
管
44
万
８
千
673
ｍ
、
汚
水
マ
ン
ホ
ー

ル
１
万
７
千
340
カ
所
、
雨
水
管
12
万
598

ｍ
、
雨
水
マ
ン
ホ
ー
ル
３
千
236
カ
所
、

汚
水
ポ
ン
プ
場
12
施
設
、
雨
水
排
水
ポ

ン
プ
場
37
施
設
、
下
水
処
理
場
１
施
設
。

　

多
く
の
施
設
を
保
有
し
て
い
ま
す
。

 　

 

下
水
道
施
設
に
つ
い
て

  　
汚
水
共
同
処
理
施
設
の

　
　
　
　
　
建
設
に
つ
い
て

 　

 

防
災
・
減
災
へ
の
取
り
組
み

マンホールトイレの設置訓練

雨水管布設工事



新居浜市の公共下水道事業について
平成31年４月より地方公営企業法を適用し、公営企業会計に移行しました。同じ公営企
業会計である「水道局」と組織統合を行い、「新居浜市上下水道局」として安定したサー
ビスを提供できるよう取り組んでいます。
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課
題
①
　
施
設
・
設
備
の
老
朽
化

　

道
路
陥
没
な
ど
の
危
険
性
が
増
す
と

い
わ
れ
て
い
る
30
年
を
経
過
し
た
下
水

道
管
は
、
市
内
で
は
令
和
２
年
度
末
で
約

221
㎞
（
37
・
1
％
）、
10
年
後
に
は
約
395

㎞
（
66
・
4
％
）
に
上
昇
し
、
本
格
的

な
老
朽
化
対
策
が
必
要
な
時
期
を
迎
え

ま
す
。
ま
た
、
下
水
処
理
場
施
設
・
設

備
の
約
90
％
、
雨
水
ポ
ン
プ
場
施
設
の

約
94
％
が
耐
用
年
数
を
経
過
し
て
お
り
、

早
急
に
改
築
・
更
新
に
よ
る
老
朽
化
対

策
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

課
題
②
　
多
額
の
企
業
債
残
高

　

安
定
し
た
下
水
処
理
や
大
雨
な
ど
に

よ
る
浸
水
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
、
下
水
道

管
や
雨
水
ポ
ン
プ
場
、
下
水
処
理
場
な
ど

の
整
備
を
積
極
的
に
進
め
て
き
た
結
果
、

令
和
２
年
度
末
の
企
業
債
残
高
は
341
億

円
と
近
隣
市
や
類
似
団
体
と
比
較
し
て

多
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。
将
来
の
世
代

に
過
大
な
負
担
を
残
す
こ
と
と
な
ら
な

い
よ
う
に
、
企
業
債
残
高
の
減
少
を
図

ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

課
題
③
　
厳
し
い
経
営
状
況

　

令
和
３
年
12
月
号
で
お
知
ら
せ
し
た

水
道
事
業
と
同
じ
く
、
下
水
道
使
用
料
も

人
口
減
少
や
節
水
機
器
の
普
及
な
ど
に

よ
り
使
用
料
収
入
の
減
少
が
予
測
さ
れ

て
い
ま
す
。
将
来
に
わ
た
っ
て
安
定
的
に

下
水
道
事
業
を
継
続
で
き
る
よ
う
、
事
業

運
営
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

下水道管の老朽化の状況（令和 2年度末）

企業債残高
（億円）

341

225

297

135
89

195

60

（R2） （R2）（R2）（R2）（R2）（R2）（R1）

  　
こ
れ
か
ら
の

　
　
　
　
公
共
下
水
道
事
業

※一般会計は、建設事業に係る地方債のみ

1.0

6.4

下
水
道
処
理
費

汚水は日常生活や生産活動などにより
生じるものであり、受益は公共下水道
の施設使用者に直接つながる

雨水

汚水

公費
（一般会計繰入金）

私費
（下水道使用料）

※汚水の処理に必要な経費は、可能な限り使用料収入により賄う必要があり、汚水処理経費に見合う
　使用料水準の確保が必要です。

下水道事業における費用負担の考え方（雨水公費・汚水私費の原則）

雨水は自然現象によるもので、雨水の
排除により浸水から街を守り、一般市
民に広く受益が及ぶ

経
過
年
数
ご
と
の
割
合
（
%
） 10 年後には 66.4%が 30 年を経過

37.1%が 30 年経過済
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